
１８６ 

 

議第８３号 

 

   市有財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり市有財産を無償で譲渡したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第６号の規定により議決を求める。 

 

  平成２４年１２月３日提出 

 

                           高山市長  國 島  芳 明    

 

記 

 

１ 譲 渡 財 産  建物   位 置  高山市国府町鶴巣５６９番地１ 

構 造  鉄骨造２階建 

床面積  ４１１．３０㎡ 

２ 譲渡の相手方  高山市国府町鶴巣５７９番地１ 

鶴巣区自治会 

代表者 島田 寛 

３ 譲渡の理由  施設の有効活用を図るため 

４ 譲渡の時期  平成２５年１月１日 

  



１８７ 

 

資  料 

 

譲渡財産位置図 

 

 

 

 

 

 

 

（高山市国府町鶴巣） 
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国府福祉センター 

県道鼠餅古川線 

木曽垣内 

至飛騨国府駅 

至飛騨古川駅 

JR高山本線 

荒城川 

鶴巣橋 


